
 

 

 

 

平成30年度指定居宅介護支援事業所集団指導 

（２回目） 

平成 31年３月 27日（水） 

午後３時 30分～ 
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１．平成 30年度介護報酬改定の概要 

 

平成30年度における介護報酬改定は、団塊の世代が75歳以上となる2025（平成37）年に向けて、国民一

人ひとりが状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、質の高い効率的な介護の提供体制の整備を推進するため、

①地域包括ケアシステムの推進、②自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、③多様な人材

な確保の生産性の向上、④介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保の４つをその

基本的な考え方として行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護報酬は３年に一度見直しが行われます。平成 30 年度の改正率は＋0.54％で、臨時改改定を除けば、平

成 24年度の改定以来、６年ぶりのプラス改定となりました。 
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２．居宅介護支援 改正のポイント 

 

① 医療と介護の連携の強化 

※詳細は、18頁 「４．特定事業所加算について」参照 

●医療機関との連携促進 

居宅介護支援事業者は、居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用

者が病院・診療所に入院する必要性が生じた場合には、利用者を担当する介護支援専門員の氏名及び連絡先

を病院・診療所に伝えるよう求めなければならないとされました。 

このほか、指定居宅介護支援の具体的取扱方針として、介護支援専門員は、居宅サービス事業所等から、利

用者にかかる情報の提供を受けたときは、利用者の服薬状況、口腔機能などの利用者の心身又は生活の状況に

かかる情報のうち必要と認められるものを、利用者の同意を得て主治の医師もしくは歯科医師又は薬剤師に提供

するものとされました。なお、介護支援専門員は、利用者が訪問看護などの医療サービスの利用を希望している場

合にその意見を求めた主治医などに対して、作成した居宅サービス計画を交付しなければなりません。 

 

●入院時情報連携加算の見直し 

入院時における医療機関との連携を促進するため、入院時情報連携加算について、その要件が、情報提供の

方法から情報提供の時期に見直されました。 

 

●退院・退所加算の見直し 

退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進するため、退院・退所

加算が見直されました。 

 

●特定事業所加算の見直し  

特定事業所加算について、その算定要件の一部が見直されるとともに、医療機関等と総合的に連携する事業所

をさらに評価するため、特定事業所加算（Ⅳ）が新たに設けられました（平成 31年度から）。 

 

② 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント 

 

著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者について、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービ

ス担当者会議の招集が必要とされなくなりました。介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、居宅サー

ビス計画原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとされています。ただし、利用者

（末期の悪性腫瘍の患者に限る）の心身の状況等により、主治医等の意見を勘案して必要と認める場合について

は、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとされています。ここでいう「必要な場合」とは、具体的

には、主治医等が日常生活上の障害が１か月以内に出現すると判断した時点以降、主治医等の助言を得た上で、

介護支援専門員が必要と判断した場合が想定されています。 

また、頻回な利用者の状態変化等の把握などを評価するターミナルケアマネジメント加算が創設されました。 
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③ 質の高いケアマネジメントの推進 

 

居宅介護支援事業所における人材育成の取り組みを促進するため、管理者の要件が、主任介護支援専門員で

あることとされました。 

また、地域のケアマネジメント機能を向上させる取り組みを評価するため、特定事業所加算の要件として、他の法人

が運営する居宅介護支援事業者との事例検討会や研修会等の実施が加えられたほか、特定事業所加算（Ⅰ）の

要件の１つとされていた、地域包括支援センター等が実施する事例検討会への参加が、特定事業所加算（Ⅱ）、

（Ⅲ）の要件として追加されました。 

 

④ 公平中立なケアマネジメントの確保 

 

●契約時の説明等 

居宅介護支援事業者は、居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者が複数の居宅サービス事業

者等を紹介するよう求めることができること、また居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等を選定した

理由の説明を求めることができることについて説明を行い、理解を得なければならないとされました。これを怠った場合、

運営基準減算として、所定単位数の 100分の 50 に相当する単位数が算定されます。 

 

●特定事業所集中減算の見直し 

特定事業所集中減算について、主治医等の指示により利用するサービス提供事業所が決まる医療系サービス

等が対象から除かれる一方、福祉用具貸与がその対象とされました。 

したがって、特定事業所集中減算の対象は、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸

与となります。 

 

⑤ 訪問回数の多い利用者への対応 

 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に、一定回数以上の生活援助を位置付ける場合は、その利用の妥当性を

検討し、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、その居宅サービス計画を市町村に届けなけ

ればならないこととされました（平成 30年 10月１日から）。 

 

⑥ 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携 

 

障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合などにおける介護支援専門員と、障

害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業

者との連携に努めなければならないとされました。 
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３．居宅介護支援 改正の詳細 

 

１ 基本報酬 

 

●居宅介護支援（Ⅰ） 

・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が 40未満である場合、又は 40以上である場合において 40未満の部分 

（一）要介護１、要介護２ 1,042単位／月 → 1,053単位／月 

（二）要介護３、要介護４、要介護５ 1,353単位／月 → 1,368単位／月 

 

●居宅介護支援（Ⅱ） 

・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が 40以上である場合において、40以上 60未満の部分 

（一）要介護１、要介護２ 521単位／月 →   527単位／月 

（二）要介護３、要介護４、要介護５ 677単位／月 →   684単位／月 

 

●居宅介護支援（Ⅲ） 

・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が 40以上である場合において、60以上の部分 

（一）要介護１、要介護２ 313単位／月 →  316単位／月 

（二）要介護３、要介護４、要介護５ 406単位／月 →  410単位／月 
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２ 医療と介護の連携の強化（入院時情報連携加算の見直し） 

 

ア 入院時における医療機関との連携促進 

※①は介護予防支援を含み、②及び③は介護予防支援を含まない。 

入院時における医療機関との連携を促進する観点から、以下の見直しを行う。 

①居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先

医療機関に提供するよう依頼することを義務付ける。【省令改正】 

②入院時情報連携加算について、入院後３日以内の情報提供を新たに評価するとともに、情報提供の方法に

よる差は設けないこととする。 

③より効果的な連携となるよう、入院時に医療機関が求める利用者の情報を様式例として示すこととする。【通

知改正】 

 

＜②の単位数＞ 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 200単位／月 → 変更なし 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 100単位／月 → 変更なし 

 

＜②の算定要件等＞ 

＜改正前＞ 

→ 

＜改正後＞ 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

・入院後７日以内に医療機関を訪問して情報

提供 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

・入院後７日以内に訪問以外の方法で情報

提供 

※（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

・入院後３日以内に情報提供（提供方法は

問わない） 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

・入院後７日以内に情報連携（提供方法は

問わない） 

※（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可 

 

ポイント① 

単位数自体に変更はありませんが、算定要件が変わっています。「情報提供方法」を問わなくなり、代わりに「情

報提供スピード」で算定に差を付ける仕組みとなりました。 

 

ポイント② 

入院時の医療機関へのケアマネジャー情報の（利用者経由による）提供について、パブリック・コメントへの厚生

労働省回答は以下のとおりです。 

「（前略）今回の改正案はケアマネジャーに対する義務付けであり、利用者に対して義務付けを行うものではあ

りません。また、運営基準上、利用者に依頼したことを別途記録することまで義務付けるものではありませんが、基準

を満たしていることを立証できるようにすることは必要であると考えております」 

以上のことから、重要事項説明書などに当該事項を盛り込み、説明同意を得ることで対応可能と考えられます。 
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３ 医療と介護の連携の強化（退院・退所加算の見直し） 

 

イ 退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関との連携促進  ※介護予防支援は含まない。 

退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進する観点から、退院・

退所加算を以下のとおり見直す。  

①退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。  

②医療機関等との連携回数に応じた評価とする。  

③加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。また、退院・退所時にケアマ

ネジャーが医療機関等から情報収集する際の聞き取り事項を整理した様式例について、退院・退所後に必要

な事柄を充実させる等、必要な見直しを行うこととする。【通知改正】 

 

＜単位数＞ 退院・退所加算 

 カンファレンス 

→ 

 
カンファレンス 

参加 無 参加 有 参加 無 参加 有 

連携１回 300単位 300単位 連携１回 450単位 600単位 

連携２回 600単位 600単位 連携２回 600単位 750単位 

連携３回 × 900単位 連携３回 × 900単位 

 

＜算定要件等＞ 

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所に当たって

医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の

利用に関する調整を行った場合に算定できる。 

ただし、「連携３回」を算定できるのは、そのうち１回以上について、入院中の担当医等との会議（退院時カンフ

ァレンス等）に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービ

ス等の利用に関する調整を行った場合に限る。 

※入院又は入所期間中につき１回を限度。また、初回加算との同時算定不可。 

 

ポイント 

連携の段階やその中身によって単位数の異なる６つの区分へと編成されました。  

カンファレンスに参加した場合、「３回まで算定できる」点は変わりませんが、１、２回目の単位が上がりました。連

携１回目については、カンファレンスの参加の有無に関わらず高い単価設定となっています。退院・退所加算を算定

した場合には「初回加算」が算定できませんが、その手間への評価を反映させたことになります。 
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４ 医療と介護の連携の強化（特定事業所加算の見直し） 

※詳細は、18頁 「４．特定事業所加算について」参照 

ウ 平時からの医療機関との連携促進   ※介護予防支援を含む。 

①利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め

ることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務付ける。【省令

改正】  

②訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジ

ャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な

情報伝達を行うことを義務付ける。【省令改正】 

 

ポイント 

①今回の改定により、「ケアプランを交付すること」が義務付けられました。  

②「どんな場合に、どこまで伝えるべきか…」は、解釈通知や平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１）問 133（主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供について）を確認すること。 

 

エ 医療機関等との総合的な連携の促進   ※介護予防支援は含まない。 

特定事業所加算について、医療機関等と総合的に連携する事業所を更に評価する。＜新設＞ 

 

＜単位数＞ 

特定事業所加算（Ⅰ）   500単位／月 → 変更なし 

特定事業所加算（Ⅱ）   400単位／月 → 変更なし 

特定事業所加算（Ⅲ）   300単位／月 → 変更なし 

 

※平成 31年度から施行 

特定事業所加算（Ⅳ）  ＜新設＞    なし → 125単位／月 

 

＜算定要件等＞ 

特定事業所加算（Ⅳ）は、下記の要件いずれにも適合すること。  

①特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを算定。  

②退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間 35 回以上。  

③ターミナルケアマネジメント加算（新設：次頁参照）を年間 5 回以上。  

※（Ⅰ）～（Ⅲ）については、「質の高いケアマネジメントの推進  イ地域における人材育成を行う事業者に対

する評価」にて変更あり。 

ポイント 

特定事業所加算Ⅳの算定は、平成31年度から算定可能とされたが、平成31年度に限っての算定方法の取り

扱いについて、平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 138（特定事業所加算（Ⅳ）に

ついて） を確認すること。 
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５ 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント（新設） 

 

ア ケアマネジメントプロセスの簡素化 

著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、

サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。【省令改正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  頻回な利用者の状態変化等の把握等に対する評価の創設  

    末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通

常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者

の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。 

 

＜単位数＞  

なし → ターミナルケアマネジメント加算＜新設＞   200単位／月 

 

＜算定要件等＞ 

◆対象利用者 

・末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者（在宅訪問後、24 時間以内に在宅以外で死亡した場合

を含む）。 

◆算定要件 

・24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備。 
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・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に２日以上在宅を訪問し、主治の

医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施。 

・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅

サービス事業者へ提供。 

 

ポイント 

末期がんのターミナル期には著しい状態の変化をともなうケースが見られます。そこで、サービス担当者会議におけ

る例外規定が適用されることになりました。具体的には、主治医（歯科医師含む）から意見を得た上で、サービス

担当者会議の招集を不要とし、担当者への意見照会だけでＯＫとする仕組みへ変わりました。  

サービス担当者会議の簡素化が認められましたが、その代わりに「状態変化の把握」や「各所への情報提供」を行

うことで、この新加算が算定できるようになります。 
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６ 質の高いケアマネジメントの推進 

※詳細は、18頁 「４．特定事業所加算について」参照 

ア 管理者要件の見直し  ※介護予防支援は含まない。 

居宅支援事業所における人材育成の取組を促進するため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とす

る。その際、３年間の経過措置期間を設ける。【省令改正】 

 

ポイント 

平成 33 年 3 月 31 日までの間は、管理者として主任介護支援専門員以外の介護支援専門員の配置を

可能とする経過措置が設けられているが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組を促進

する観点から、経過措置期間を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。 

 

イ  地域における人材育成を行う事業者に対する評価  ※介護予防支援は含まない。 

特定事業所加算について、他法人が運営する居宅介護支援事業所への支援を行う事業所など、地域のケアマ

ネジメント機能を向上させる取組を評価することとする。 

 

＜単位数＞ 

特定事業所加算（Ⅰ）   500単位／月 → 変更なし 

特定事業所加算（Ⅱ）   400単位／月 → 変更なし 

特定事業所加算（Ⅲ）   300単位／月 → 変更なし 

 

＜算定要件＞ 

◆特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）共通 

他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研究会等の実施を要件に追加する。 

◆特定事業所加算（Ⅱ）（Ⅲ） 

地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加を要件に追加する。（改定前は（Ⅰ）のみ） 

 

ポイント 

単位数に変更はありませんが、算定要件イについて、Ⅰ～Ⅲすべての区分の要件となりました。  

事例検討会・研修等の計画を９月末前までに策定することが加算の算定要件となりますのでご注意ください。詳しく

は、平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 136（特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）及び

（Ⅲ）について） を確認すること。 
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７ 公正中立なケアマネジメントの確保（契約時の説明等） 

 

ア  契約時の説明等  ※一部を除き介護予防支援を含む。 

利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位

置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプ

ランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減

額する。  

   なお、例えば、集合住宅居住者において、特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ、利用者の意思、アセ

スメントを勘案せずに、利用者にとって適切なケアプランの作成が行われていない実態があるとの指摘を踏まえ、利用

者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランに位置付けることは適切では

ないことを明確化する。【通知改正】 

 

＜単位数＞ 

運営基準減算 所定単位数の 50／100 に相当する単位数 → 変更なし 

 

＜算定要件等＞ 

◆減算要件 

○居宅サービス計画の新規作成及びその変更時 

・利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合。 

・サービス担当者会議の開催等行っていない場合。（やむを得ない事情がある場合を除く） 

・居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を

得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合。 

 

○次の場合にサービス担当者会議等行っていない場合。（やむを得ない事情がある場合を除く） 

・居宅サービス計画を新規に作成した場合。 

・要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合。 

・要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合。 

 

○モニタリングに当たっては、次の場合に減算される。 

・１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合。 

・モニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続している場合。 

 

以下の要件を追加する。 

契約時に利用者やその家族に対して、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、 

・複数の事業所の紹介を求めることが可能であること 

・当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること 

以上の説明を行わなかった場合に減算。 
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ポイント 

公正中立なケアマネジメントを進める観点から、利用者へ、ケアプランに位置付けるサービス事業所に関する説明

と利用者の理解を得ることが必要です。違反すると、50％の減算となります。  

運営基準上、説明を行ったことを別途記録することまで義務付けるものではありませんが、基準を満たしていること

を立証できるようにすることが必要となります。重要事項説明書などに当該事項を盛り込み、文書の交付に加えて口

頭での説明も丁寧に行ってください。  

平成 30 年４月以前に契約を結んでいる契約者に対する説明等も適宜行うことが必要となります。詳しくは、平

成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 131（契約時の説明について） を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

８ 公正中立なケアマネジメントの確保（特定事業集中減算の見直し） 

 

イ  特定事業所集中減算の対象サービスの見直し  ※介護予防支援は含まない。 

特定事業所集中減算について、請求事業所数の少ないサービスや、主治の医師等の指示により利用するサービ

ス提供事業所が決まる医療系サービスは対象サービスから除外する。 

なお、福祉用具貸与については、事業所数にかかわらずサービスを集中させることも可能であることから対象とする。 

 

＜基準＞ 

同一のサービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が 80/100 を超えている場合、減算となる。 

 

＜単位数＞ 

特定事業所集中減算 200単位／月減算 → 変更なし 

 

＜算定要件＞ 

算定となる「訪問介護サービス等」を以下のとおり見直す。 

 

（改定前） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリステーション、通所介護、通所リハビリステーション、短期入

所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護（※）、福祉用具貸与、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機

能型居宅介護（※）、認知症対応型共同生活介護（※）、地域密着型特定施設入居者生活介護

（※）、看護小規模多機能型居宅介護（※） 

（※）利用時間を定めて行うものに限る。 

（改定後） 

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 

 

ポイント 

対象サービスが「訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与」へと絞り込まれました。集中割

合の８割、減算単価については変更なし。 
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９ 訪問回数の多い利用者への対応（平成 30年 10月から適用） 

 

ア 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点か

ら、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが、統計的に見て通常の

ケアプランよりかけ離れた回数（※）の訪問介護（生活援助型）を位置付ける場合には、市町村にケアプラン

を届け出る。【省令改正】 

 

（※）「全国平均利用回数＋２標準偏差」を基準として平成 30 年４月に国が定め、６か月の周知期間を設けて

10月から施行する。 

 

 

平成 30年５月２日付け  官報より  

厚生労働省告示 218号  

   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号）第 13条第 18

号の２の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を次のように定め、平成 30年 10月１日から

適用する。 

 

一  回数    

介護状態区分に応じてそれぞれ１月当たり以下の回数とする。 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

27回 34回 43回 38回 31回 

 

二  対象となる訪問介護  

生活援助が中心である、指定訪問介護 

 

 

イ  地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位置付け、市町村は地域ケア会議の開催等に

より、届け出られたケアプランの検証を行うこととする。また市町村は、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者

の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促す。【省令改正】 

 

ポイント 

「訪問回数が多い」ことと「不適切なプラン」とはイコールではありません。認知症、退院直後、独居、高齢者世帯

などで、在宅での暮らしに頻回の訪問が不可欠な場合もあります。  

そうした背景がある場合は、地域ケア会議で必要性を説明し、理解を得ることが必要となります。届出について平

成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 134（訪問介護が必要な理由について） を確認す

ること。 
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10 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携 

 

イ  障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携  ※介護予防支援を含む。 

障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険を利用する場合おける、ケアマネジャーと障害福祉制度の

相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携

に努める必要がある旨を明確にする。【省令改正】 

 

ポイント 

共生型サービス誕生したことによるものです。対象となる利用者がいた場合、連携に努めること。 
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４．特定事業所加算について 

●特定事業所加算（居宅）とは 

特定事業所加算では、質の高い介護支援専門員ジメントを実施している事業所を評価するものです。

専門性の高い人材を確保して事業所の体制を整えていること、実際に支援困難なケースや中重度者の対

応をしていることなどが要件となります。 

特定事業所加算には、程度に応じて「特定事業所加算Ⅰ」「特定事業所加算Ⅱ」「特定事業所加算Ⅲ」

の 3 種類と、医療連携を更に評価する「特定事業所加算Ⅳ」があります。 

 

◆特定事業所加算Ⅰ～Ⅲの区分と単位数・要件（１月当たり）  

区 分 単位数 要  件  等 

特定事業所加算Ⅰ 500 単位 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員を２名以上配置していること 

・常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること（Ⅱも

同様） 

・算定月の利用者のうち、要介護３～５の人が４割以上 

・包括などが実施する事例検討会などに参加していること 

特定事業所加算Ⅱ 400 単位 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること（Ⅲも同様） 

・常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること（Ⅰと 

同様） 

特定事業所加算Ⅲ 300 単位 
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること（Ⅱと同様） 

・常勤かつ専従の介護支援専門員を２名配置していること 

 

●平成 30 年度に２つの見直しが行われました 

平成 30 年度改定では２つの点で見直しが行われました。１つ目は、それまでのⅠ～Ⅲを算定するう

えで新要件が加わったこと。２つ目は、Ⅰ～Ⅲの算定に上乗せする形で新区分のⅣが設けられたことで

す。 

 

特定事業所加算Ⅰ～Ⅲの要件 

＜共通要件＞ 

●利用者にかかる情報伝達などを目的とした事業所内会議を開催していること 

●24 時間連絡体制と必要に応じて利用者などの相談に対応する体制を確保すること 

●事業所の介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること 

●包括から支援困難な事例を紹介された場合も、居宅介護支援を提供していること 

●運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていないこと 

●介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が 40 件以上でないこと 

●介護支援専門員実務研修における実習などに協力または協力体制を確保していること 

＜平成 30 年度からの新たな要件＞ 

●他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会などを実施すること（次

年度が始める前までに、次年度の研修などの計画を作成） 
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●他法人の居宅介護支援事業所との共同研修会など（新たな要件） 

新たな要件の「事例検討会、研修会などを実施すること」ですが、厚生労働省の疑義解釈によると、

開催者か否かを問わず、２法人以上が事例検討会などに参加していることが条件となっています。例え

ば、市町村や地域の介護支援専門員連絡会・協議会などと共同して実施する研修会などに、ほかの法人

の居宅介護支援事業者が参加するということも考えられます。 

 ただし、「来月開催して、そこに参加してもらおう」といった形での実施・参加では、要件を満たす

ことはできません。事例検討会、研修会等については、毎年度、少なくとも次年度が始まるまでに事例

検討会などの次年度の計画を定めておく必要があります。年度の途中で加算の届出をする場合は、その

届出までに計画を定めることになります。 

 いずれにしても、計画作成では、共同する他法人の事業所とお互いの事業所が抱えている問題・課題

等をすり合わせることが必要です。 

事例検討会、研修会等終了後は、開催日ごとの研修資料・研修参加者名簿は、確実に保管してください。 
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●平成 31 年度から算定が始まる特定事業所加算Ⅳの要件 

特定事業所加算Ⅰ～Ⅲに上乗せする形で設けられたⅣ（月 125 単位）のですが、「上乗せ」という点

からもわかるとおり、Ⅰ～Ⅲを算定していることが要件のひとつとなっています。 

そのうえで、以下の２つの要件をともに満たすことが必要です。いずれも、算定する前々年度の３月

から前年度の２月までの実績が問われるものです。 

１つ目の要件は、退院・退所加算を算定する際に要件である医療機関や介護保険施設との連携実績が

35 回以上であることです。この場合、加算の算定回数でなく、連携実績であることに注意が必要です。

例えば、退院・退所加算Ⅱの場合、連携回数は２回（カンファレンスの参加の有無を問わず）となりま

す。つまり、退院・退所加算Ⅱを 18 回算定すれば、連携回数は 36 回となり、加算要件を満たすこと

になります。 

平成 31 年度に算定する場合、平成 30 年３月の改正前の退院・退所加算の「算定回数」と、翌年４

月から平成 31 年２月までの「連携回数」の合計という特例的な計算となります。 

２つ目の要件は、ターミナル介護支援専門員ジメント加算を５回以上算定していることです。ただし、

このターミナルケアメネジメント加算は、平成 30 年４月から適用されているもので、平成 31 年度に

Ⅳを算定しようとする場合は、前々年度３月にあたる月は「制度が存在しなかったこと」になります。

この場合も特例的な計算となりますが、平成 30 年３月は算定月から外して（翌年４月から）計算しま

す。 

 

特定事業所加算Ⅳの要件 （月 125単位） 

①特定事業所加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得 

②ターミナル介護支援専門員ジメント加算の算定回数が年間５回以上 

③退院・退所加算の要件である、医療機関や介護保険施設との連携回数が年間 35 回以上 
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５．「個別研修計画」作成にあたっての留意事項 

（参考：特定事業所加算の研修計画について（横浜市）） 

●研修とは 

初めに、研修とはどんなものか考えてみましょう。 

① ある能力の人（達）の 

② こういう能力・知識を 

③ このレベルに持ち上げたい 

（④）いついつまでに） 

ということで、明確な目標を持って行うのが研修ではないでしょうか。 

そのためには、 

① 「ある能力の人（達）」の現在の能力を把握していなければ、どのような内容の研修を行って

良いかはわかりません。すでにその能力・知識を持っている人（達）はそもそもその研修は必要

ないのです。 

② こういう能力・知識というのは、現在の必要性、将来の必要性（本人の希望も勘案した）を考

え決定していくものです。 

③ このレベルにいくのも同様に、現在の必要性、将来の必要性（本人の希望も勘案した）を考え

決定していくものです。 

 

こういったことを考えると、何の目的（何を、どのレベルまでに）も持たない、連絡会、事例発表会、

カンファレンス等の参加は、研修とは言えないのです。 

 

●個別研修計画とは 

（１）報酬基準からみた個別研修計画の考え方 

 ① 事業所は、特定事業所加算等の算定に拘らず研修の機会を確保する必要があります。（以下「通

常の研修」という） 

   特定事業所加算等は、専門性の高い人材を確保し、質の高いサービスを提供することを目的とし

た体制を確保するための加算項目なので、通常の研修を行ったうえで、さらにこの目標を達成する

ための研修を行うことが求められ、また、そのための勤務体制の確保も求められています。 

 ② 個別研修計画は、個人別に、常勤・非常勤を問わず、全員について作成します。登録ヘルパー、

派遣社員であっても例外ではありません。 

 ③ 個別研修計画に記載する内容は、研修の目標、内容、研修期間、実施時期です。 

そのために、各個人がどのような能力、知識、経験等を有しているかを把握し、事業所若しくは

法人（会社）が当該研修計画の年度にどのような能力を修得させたいのか、各個人が当該年度計画

にどのような能力を修得したいのかを勘案し、当該年度の目標を決定し、その目標を達成するため

の研修を企画し、いつ実施するかを決め、研修計画とします。 

④ 管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じる必要が

あります。従って、達成状況の確認ができないような研修目標は、特定事業所加算等の個別研修と

は言えません。 
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●研修の種類からみた個別研修計画の考え方 

居宅介護支援事業所等で行う研修には、次の３種類があると考えます。 

 

① 資格保有者が資格上必要とされる能力・知識を維持・向上させるための研修（資格者研修） 

資格者研修は、例えば、介護保険法が改正になり、改正内容を修得する等の研修です。 

 

② 業務上必要な能力・知識を向上させるための研修（業務上研修） 

業務上研修は、その業務を遂行する上で最低限必要な能力・知識を修得するための研修（その法人

若しくは事業所が求める能力・知識レベルに到達させる研修を含む）、例えば、サービス提供責任者

として必要な能力・知識の研修、管理職研修等です。 

 

③ 特定事業所加算のための研修 

特定事業所加算の研修は、これらの研修とは異なり、専門性の高い人材を確保し、質の高いサービ

スを提供することを目的とした体制を確保するための研修です。言葉を換えると、通常サービスの提

供をする場合は、そこまで必要ないが、より良いサービス提供をするための研修とも言えます。 

 

●作成にあたっての具体的な留意事項 

 ① “○○の理解”、“○○の基礎”、“○○について”などでは、資格取得時の学習範囲と重なっていて、

特定事業所加算等の主旨と合致していることが読み取れない場合があります。また、通常の研修と

して行うべきものであるかもしれません。 

 ② “介護保険法の改正について”などでは、資質向上がないとまでは言い切れませんが、改正内容に

ついて知ることは、職務遂行上必須であり、主旨に合致していないものと思われます。“倫理につ

いて”なども同様と考えます。 

③ 特定事業所加算等の研修は、毎月１テーマ以上なければならないというものではありません。加

算の趣旨を踏まえていれば、年に１つ以上のテーマについて研修を実施すれば足ります。 

ただし、研修が半日、１日で終えてしまうような研修項目では、加算の趣旨に合致していないも

のと考えます。 
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●実地指導で確認される研修計画の資料等 

管理者の責務の一つに、職員の資質向上を計画的に行うことがあります。資質向上とは主に研修です。

研修を計画的に行っていることの証として、実地指導では年間の研修スケジュールが確認されます。整

備されていない場合は、管理者の業務に支障が出ているという理由で、管理者の兼務が認められません。 

研修は、まず一部の職員に外部研修を積極的に参加させ、その後、他の職員に内部研修を設けて情報

共有させることも必要です。 

内部研修スケジュールに入れる内容は、運営規程に盛り込まれた研修は当然として、利用者の権利擁

護、虐待防止、身体拘束なども含めます。また、介護技術向上だけではなく、介護サービス提供方法や

認知症ケア、感染症対策、個人情報保護、コンプライアンス対策にも研修の時間を取ることが大切です。 

実地指導では、これらの情報や知識の研修にすべての職員が参加できて、事業所全体のレベルアップ

につなげているか、また年間スケジュールによって計画的に行っているかを確認されます。 

内部研修を実施または外部研修に出席した場合は、必ず研修記録を作成します。最低限の記載事項と

しては、実施日時、実施場所、参加者、研修内容、当日の資料などを記載して研修記録ファイルに保存

します。当日のレジメに参加者の名前などを書いただけでファイルに綴じているケースも見かけますが、

これは単なるレジメファイルに過ぎません。記録を保存して保管しなければなりません。 

 

◆研修記録のまとめ方 

研修は、事業所・施設内で行われる内部研修と、出かけて行って受講する外部研修とがあります。い

ずれの記録も、その研修内容についてまとめておくことが必要となります。 

なお、外部研修の記録は、伝達研修の資料となったり、記録そのものが伝達の役割を果たすことにな

ったりもするので、その点を意識して書くことが求められます。以下の点に留意して記録をまとめまし

ょう。 

 

①日時・場所 

 研修を行った日、時間、場所 

②研修のテーマ 

 そのような研修のテーマだったのか、標題などあればそれを記録します。 

③参加したスタッフ・関係者について 

 ・内部研修の場合 … 人数だけでなく、参加した職種やスタッフ名も記録する。 

 ・外部研修の場合 … 参加者の氏名を書く。 

④研修内容の要約 

 研修中に書いたノートや配布資料などをもとに、内容を要約して書きましょう。 

 ・グループワークを行った場合 … テーマやその方法も含めて記しておく。 

 ・講義内容が多かった場合 … 概略だけ整理して、配布資料を添付してもよい。 

⑤資料の添付 

 ・研修内容の要約だけでは十分に内容が伝えられないというときは、配布資料のコピーを添付します。

必要なものを選んで添付しましょう。 

⑥研修を通じて自分自身が学べたこと、考えたこと 

 よかったとか、楽しかったなどの感想ではなく、その研修で学んだこと、受講をきっかけに考えたこ

となどを、しっかり伝わるように書きましょう。 
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